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(54)【発明の名称】 内視鏡用鉗子

(57)【要約】
【課題】患部が体内の粘膜面にどのような向きに存在し
ていても一対の鉗子片を適切な向きに開閉させて容易に
処置を行うことができる内視鏡用鉗子を提供すること。
【解決手段】一対の鉗子片２ａ，２ｂがシース１の先端
部分に嘴状に開閉自在に配置されて、一対の鉗子片２
ａ，２ｂを開閉させるための操作ワイヤ４ａ，４ｂがシ
ース１内に軸線方向に進退自在に挿通配置され、シース
１の基端に連結された操作部１０に、操作ワイヤ４ａ，
４ｂを進退操作するための操作部材１３が配置された内
視鏡用鉗子において、操作ワイヤ４ａ，４ｂとして一対
の鉗子片２ａ，２ｂを個別に動作させる一対の操作ワイ
ヤ４ａ，４ｂを設けて、一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂの
うち少なくとも一方を、操作部材１３及び操作部１０の
固定部分の双方に対して固定／解除自在に構成した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】一対の鉗子片がシースの先端部分に嘴状に
開閉自在に配置されて、上記一対の鉗子片を開閉させる
ための操作ワイヤが上記シース内に軸線方向に進退自在
に挿通配置され、上記シースの基端に連結された操作部
に、上記操作ワイヤを進退操作するための操作部材が配
置された内視鏡用鉗子において、
上記操作ワイヤとして上記一対の鉗子片を個別に動作さ
せる一対の操作ワイヤを設けて、上記一対の操作ワイヤ
のうち少なくとも一方を、上記操作部材及び上記操作部
の固定部分の双方に対して固定／解除自在に構成したこ
とを特徴とする内視鏡用鉗子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は内視鏡用鉗子に関
する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して
使用される内視鏡用鉗子には、生検鉗子、把持鉗子、鋏
鉗子等各種のものがあり、鉗子片の開閉方式には両開き
方式と片開き方式がある。
【０００３】上述のような各種の内視鏡用鉗子は、いず
れも、一対の鉗子片がシースの先端部分に嘴状に開閉自
在に配置されていて、その一対の鉗子片を開閉させるた
めの操作ワイヤがシース内に軸線方向に進退自在に挿通
配置され、操作ワイヤを進退操作するための操作部材
が、シースの基端に連結された操作部に配置されてい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような
従来の内視鏡用鉗子においては、鉗子片の開閉方向は不
変のものなので、患部が体内の粘膜面にどのような向き
に存在するかによって、両開き方式のものを用いるか片
開き方式のものを用いるか使い分けをする必要があっ
た。
【０００５】したがって、各種の内視鏡用鉗子毎に両開
き方式のものと片開き方式のものを準備しておかなけれ
ばならないので、コストがかかると同時に煩雑であり、
また、両開き方式と片開き方式のどちらを用いても開き
方向がピッタリしなくて使い難い場合があった。
【０００６】そこで本発明は、患部が体内の粘膜面にど
のような向きに存在していても一対の鉗子片を適切な向
きに開閉させて容易に処置を行うことができる内視鏡用
鉗子を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用鉗子は、一対の鉗子片がシースの
先端部分に嘴状に開閉自在に配置されて、一対の鉗子片
を開閉させるための操作ワイヤがシース内に軸線方向に
進退自在に挿通配置され、シースの基端に連結された操
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作部に、操作ワイヤを進退操作するための操作部材が配
置された内視鏡用鉗子において、操作ワイヤとして一対
の鉗子片を個別に動作させる一対の操作ワイヤを設け
て、一対の操作ワイヤのうち少なくとも一方を、操作部
材及び操作部の固定部分の双方に対して固定／解除自在
に構成したものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は、本発明が適用された内視鏡用生検鉗
子を示している。ただし、本発明は把持鉗子や鋏鉗子な
ど各種の内視鏡用鉗子に適用することができる。
【０００９】１は、図示されていない内視鏡の処置具挿
通チャンネルに挿脱される密着巻コイルパイプからなる
可撓性のシースであり、その先端の枠体に設けられた支
軸３に一対の鉗子片２ａ，２ｂが嘴状に開閉自在に軸支
されている。
【００１０】各鉗子片２ａ，２ｂの後方に一体に形成さ
れたリンク部には、各鉗子片２ａ，２ｂを個別に作動さ
せる一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂの先端が各々連結され
ており、一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂは、各々が軸線方
向に独立して進退自在にシース１内に挿通配置されてい
る。
【００１１】したがって、一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂ
を一緒に進退させれば一対の鉗子片２ａ，２ｂが均等に
開閉し、一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂの一方だけを進退
させれば鉗子片２ａ，２ｂの一方だけが開閉動作する。
【００１２】シース１の基端には操作部１０の操作部本
体１１が固定的に連結されており、その長手方向に形成
されたスリット部１２にスライド操作部材１３が取り付
けられている。
【００１３】一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂは、シース１
の基端から操作部本体１１内に引き出されて、各操作ワ
イヤ４ａ，４ｂの基端はスライド操作部材１３に形成さ
れたガイド孔１４ａ，１４ｂ内に別々に挿通されてい
る。
【００１４】スライド操作部材１３には、一対の操作ワ
イヤ４ａ，４ｂの各基端部分を別々に固定／解除自在な
一対の手動の駆動部係脱ネジ１５ａ，１５ｂが取り付け
られている。
【００１５】したがって操作ワイヤ４ａ，４ｂは、駆動
部係脱ネジ１５ａ，１５ｂにより基端がスライド操作部
材１３に固定されていれば、スライド操作部材１３を進
退操作することによって軸線方向に進退駆動される。
【００１６】また、操作部本体１１の先端部分には、そ
こを通過する一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂを操作部本体
１１に別々に固定／解除自在な一対の手動の固定部係脱
ネジ１６ａ，１６ｂが取り付けられており、一対の操作
ワイヤ４ａ，４ｂを固定部係脱ネジ１６ａ，１６ｂによ
って選択的に操作部本体１１に固定することができる。
【００１７】このように構成された実施例の内視鏡用鉗
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子は、図２に示されるように、一対の駆動部係脱ネジ１
５ａ，１５ｂを双方共締め付けて、一対の固定部係脱ネ
ジ１６ａ，１６ｂを双方とも緩めておけば、スライド操
作部材１３を進退操作することによって二本の操作ワイ
ヤ４ａ，４ｂが一緒に進退して一対の鉗子片２ａ，２ｂ
が均等に嘴状に開閉する。
【００１８】そのような状態では鉗子片２ａ，２ｂの開
閉の向きが適当ではない場合には、図３に示されるよう
に、第１の駆動部係脱ネジ１５ａを締め付けて第１の固
定部係脱ネジ１６ａを緩めた状態で、第２の駆動部係脱
ネジ１５ｂを緩めて第２の固定部係脱ネジ１６ｂを締め
付ける。
【００１９】すると、第２の操作ワイヤ４ｂがスライド
操作部材１３に固定されずに操作部本体１１に固定され
た状態になるので、第２の鉗子片２ｂが開閉しない状態
に固定され、第１の鉗子片２ａだけがスライド操作部材
１３の進退操作によって開閉する片開きの状態になる。
その結果、シース１の先端部分の正面方向に対して偏向
した位置にある患部に対する処置を容易に行うことがで
きる。
【００２０】さらに、鉗子片２ａ，２ｂの一方を適切な
任意の向きに固定させて他方を開閉させることにより、
シース１の先端部分の向きに対して患部がどのような向
きに偏向していても鉗子片２ａ，２ｂを正対させて容易
に処置を行うことができる。
【００２１】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば一対の操作ワイヤ４ａ，４ｂのうち*
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*少なくとも一方をスライド操作部材１３と操作部本体１
１に対して固定／解除自在に構成すればよい。
【００２２】
【発明の効果】本発明によれば、操作ワイヤとして一対
の鉗子片を個別に動作させる一対の操作ワイヤを設け
て、一対の操作ワイヤのうち少なくとも一方を操作部材
及び操作部の固定部分の双方に対して固定／解除自在に
構成したことにより、患部が体内の粘膜面にどのような
向きに存在していても一対の鉗子片を適切な向きに開閉
させて容易に処置を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の側面断面図で
ある。
【図２】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の両開き動作状
態の側面断面図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の片開き動作状
態の側面断面図である。
【符号の説明】
１  シース
２ａ，２ｂ  鉗子片
４ａ，４ｂ  操作ワイヤ
１０  操作部
１１  操作部本体
１３  スライド操作部材
１５ａ，１５ｂ  駆動部係脱ネジ
１６ａ，１６ｂ  固定部係脱ネジ

【図１】
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